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第 1章 計画の基本方針  

第１章 計画の基本方針 

１ 計画の趣旨  
 

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」という）は、犯罪

となる行為をも含む重大な人権侵害です。 

ＤＶは、外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いため、潜在化しやすく、

また加害者に罪の意識が薄いという傾向があり、被害が深刻化しやすい特徴があります。 

ＤＶの被害者は多くの場合女性であり、女性の人権を著しく侵害し、男女共同参画社会

の実現を妨げるものとなっています。その背景には、固定的な性別役割分担意識や男女の

社会的地位・経済力の格差など、社会の構造的な問題も存在しています。 

さらに近年は、配偶者からの暴力だけでなく、こどもの目の前で家族に対して暴力をふ

るう面前ＤＶなど、こどもへの虐待も併行して発生している場合や、交際相手からの暴力

（以下「デートＤＶ」という。）や同性カップル間の暴力、また、被害者が男性、外国人、

障害者、高齢者、性的少数者などの場合があること、暴力の形態も、身体的・精神的・経

済的・性的なものなど多様な形があり得ることにも留意が必要となります。 

ＤＶの根絶に向けて、平成 13年 4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律」※１（以下「ＤＶ防止法」という。）が制定され、被害者の保護等への取り組

みが行われてきました。 

本県においても、平成 14年 4 月に和歌山県配偶者暴力相談支援センター※2を設置する

とともに、平成 18 年 3 月には「和歌山県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」

（以下「県基本計画」という。）を策定し、その後も、基本計画の改定や法改正に対応し

た被害者支援の実施など、各種施策の推進に取り組んできました。 

今回、ＤＶ防止法の改正及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に

関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）の改定を踏まえ、あらためて県基本計

画を見直し、県・市町村及び関係機関等が、相互に連携・協力しながら、より一層のＤＶ

防止及び被害者に対する支援の充実を図っていきます。 

 
 

※1：平成 25 年 7月の法改正により、法律の名称が「配偶者からの暴力の防止及び被害者 

   の保護等に関する法律」となりました。 

 

※2：ＤＶ防止法に規定する「配偶者暴力相談支援センター」に位置付けられる、被害者 

   支援の中心的役割を果たすところです。 

  （本県では、女性相談支援センターがその機能を担っています。） 

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、 

    ○ 相談対応や相談機関の紹介 

    ○ 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護 

    ○ 保護命令制度の利用についての情報提供 その他の援助等 

   を行います。 
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第 1章 計画の基本方針  

 

２ 計画の位置づけ  
 

 ■ 本計画は、ＤＶ防止法第2条の3第1項の規定に基づき、基本方針に即して策定する県 

  の基本計画です。 
 

 ■ 本計画は、「和歌山県長期総合計画」や「和歌山県男女共同参画基本計画」、「和歌山 

  県困難な問題を抱える女性支援基本計画（仮称）」との整合性を図った計画とします。 
 

 ■ 本計画は、県が市町村など関係機関や民間の支援団体と相互に連携して、施策の推 

  進に取り組むための計画です。 

 

 

３ 計画の見直し 
 

計画の期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。 

ただし、計画期間内であっても、ＤＶ防止法の改正や基本方針が見直された場合又は新

たに盛り込むべき事項等が生じた場合に、本県施策の実施状況等を勘案し、必要に応じて

見直すものとします。 

 

 

ＤＶ防止法（抄） 
 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次

条第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第

三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

 ※ 同条第三項から第四項までを省略する。 

 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県

基本計画」という。）を定めなければならない。 

 ※ 同条第二項から第三項までを省略する。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 ※ 同条第五項を省略する。 
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第 1章 計画の基本方針  

 

４ 計画の推進・進行管理  
 

 ■ 本計画は、県民の理解と協力のもと、県が市町村やその他の行政機関、及び地域に 

  おいて被害者支援に取り組む民間団体等（以下「関係機関等」という。）とともに推進 

  していくものです。 
 

 ■ 庁内外の関係機関で構成する「ＤＶ被害者支援ネットワーク会議」において、本計 

  画に係る意見聴取を行います。 

   また、被害者支援にあたり、関係機関の連携体制の構築を図ります。 

 

 

５ 計画の対象  
 

本計画における「ＤＶ」とは、ＤＶ防止法で定義されている配偶者（事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）や配偶者であった者、また生活の本拠を共にする交際（婚

姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にあ

る相手からの暴力のことをいいます。 

また、それとは別に、生活の本拠を共にしない交際相手からの暴力（デートＤＶ）やス

トーカー・つきまとい行為など特定の相手や生活の本拠を共にする親族等からの暴力、性

暴力に関する施策についても本計画の実施施策の一部に盛り込んでいます。 
 

なお「暴力」とは、「身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身

体に危害を及ぼすもの）」又は「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と、ＤＶ

防止法で定義されています。 
 

 

【暴力の形態】 

■身体的暴力 殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使する

もの。 

■精神的暴力 

 

大声でどなる、無視をする、その他心無い言動等により、相

手の心を傷つけるもの。 

■経済的暴力 生活費を渡さない、仕事を制限するといったもの。 

■性的暴力 性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、

といったもの。 

■社会的暴力 外出を制限する、交友関係や電話を細かくチェックするとい

ったもの。 

■こどもを利用した暴力 こどもを利用して精神的苦痛を与えるといったもの。 
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第２章 和歌山県におけるＤＶの現状 

第２章 和歌山県におけるＤＶの現状 

１ ＤＶをめぐる現状  
 
（１）県内の相談状況等 

 

■ＤＶに関する相談件数 

 （単位：件数） 

 
【県多様な生き方支援課、県警人身安全対策課、和歌山市、田辺市調べ】 

 

 

 

 

 

 

※ 田辺市は R4 年度から計上方法を変更。 

  相談内容の根本には DV が隠れているケースが多く見られるため、DV 以外の件数も含めた実件数となっています。 
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第２章 和歌山県におけるＤＶの現状 

■うち、女性相談支援員が受けた恋人からの暴力に関する相談件数 

（単位：件数） 

 
【県多様な生き方支援課調べ】  

 

 

■ＤＶを理由とする一時保護人数 

（単位：人数） 

 
【県多様な生き方支援課調べ】  

 

 令和４年度における一時保護後の住居の状況は、「帰郷」又は「帰宅」が約５割、「婦人 

 保護施設への入所」「母子生活支援施設等への入所」がそれぞれ約２割、次いで「自立」 

 「友人・知人宅」等となっています。 

 

■和歌山地方裁判所管内における保護命令発令件数 

（単位：件数） 

 
【和歌山地方裁判所調べ】 

 

 

 

 

■ＤＶ（保護命令違反・その他の法令違反）の検挙件数 

（単位：件数） 

 
【県警人身安全対策課調べ（1月から 12 月の年次数値）】 

 

 

※「接近禁止命令の発令があった件数」「退去命令の発令があった件数」「退去命令と接近禁止命令の双方の発令があった件数」 

 をそれぞれ計上しており、各発令のみがあったものの件数を計上していないため、一部は重複しているケースがあります。 

※ その他の法令違反とは、刑法、特別法（DV 法を除く）違反の検挙件数を表しています。 
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第２章 和歌山県におけるＤＶの現状 

（２）暴力に対する意識等 

  和歌山県「男女共同参画に関する県民意識調査」※からみた状況 

   ※「令和 2年度和歌山県男女共同参画に関する県民意識調査」より転記。 

     調査時期：令和 2 年 8月 18 日～ 9 月 4日 

     調査対象：令和 2 年 4月 1日現在の和歌山県内在住 20 歳以上の男女各 1,500 人  

  有効回収数（率）：1,399 人（46.6％） 

 

■ＤＶに関連する言葉についての認知度 

 
   ※「内容も含め知っている」又は「聞いたことがある」と回答した人の合計を「知っている」として計上 

  ＤＶ防止法について『知っている』と回答があったのは７割以上と、その認知度は 

  高まっている一方で、「デートＤＶ」や「面前ＤＶ」などは『知らない』割合のほうが 

  大きい状況にあります。 

 

 

■暴力と思う行為のうち、「どんな場合でも暴力にあたると思う」と回答した人の割合 

 

  心理に影響を与える行為や行動を制限するような行為（項目⑤や⑧～⑩）においては 

  「どんな場合でも暴力にあたると思う」とする認識がやや低くなっています。 
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第２章 和歌山県におけるＤＶの現状 

 

■ 配偶者や恋人からの暴力についての相談窓口として知っているもの 

 

  相談窓口の認知状況について全体の割合で見ると、「警察」が一番多く８割を超えて 

  おり、次いで「市役所・町村役場」が２割を超え、「県配偶者暴力相談支援センター 

  （女性相談所）」は約２割となっています。 

   一方で「相談窓口を知らない」と回答した人は、女性 10.1％、男性 7.4％となって 

  おり、前回の計画策定時よりも認知度は向上していますが、まだまだ相談窓口の一層 

  の周知が必要と考えられます。 

 

 

 

（３）暴力の被害と相談の状況 

 

■配偶者や恋人からの暴力の経験 

被害経験の内容 ※重複回答 N = 女性 761人、男性 620人

 

  精神的暴力の被害経験があると回答した人の割合が男女ともに増えている状況に 

  あります。 

 

被害経験の内容  ※重複回答 被害の有無 
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第２章 和歌山県におけるＤＶの現状 

 

■配偶者や恋人からの暴力被害の相談状況 

 
  実際の相談先として多いのは、友人や知人と答えた人が 33.8%、家族や親せきの人が 

  29.1％、その次に警察で 3.4％となっており、配偶者暴力相談支援センターは 1.3%と 

  なっています。 

 

 

■配偶者や恋人から暴力を受けたときに、実際に求める支援 

 
  全体では「親身になって相談に応じてくれるところ」が最も高く、次いで「一時的に 

  加害者から逃れる場所の提供」、「自分とこどもの心のケア」となっており、性別ごと 

  でみると、最も差がみられた「警察官などによる介入」では、男性（15.2％）が女性 

  （7.4％）より 7.8 ポイント高くなっています。 
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第２章 和歌山県におけるＤＶの現状 

２ これまでの取り組み 
 

前計画に基づき、「暴力防止のための教育・啓発」、「相談体制の充実」、「被害者の保護・

自立支援」等について取り組みを実施してきました。 

主な機関の取り組みについては以下のとおりです。 

 

 [１] 県配偶者暴力相談支援センター（女性相談支援センター）及び各振興局 

女性相談支援センターが本県の「配偶者暴力相談支援センター」としての機能を

担い、来所・電話による相談や被害者の一時保護を実施し、相談・支援の中核とし

て、ひろく県内の事案に対応しています。 

また、県内の相談体制の充実を図るため、各振興局に女性相談支援員を配置し、

県配偶者暴力相談支援センターと一体となって、被害者の相談・支援にあたってい

ます。 

 

 [２] 和歌山県警察 

警察本部及び各警察署において、緊急時の暴力の制止はもとより、通報や相談へ

の対応、被害防止策等の教示を行い、相談内容に応じて県配偶者暴力相談支援セン

ター等への引き継ぎを行っています。 

また、保護命令発令時は、県配偶者暴力相談支援センターと十分に連携して、被

害者等の安全確保に努めています。 

 

 [３] 青少年・男女共同参画課及び男女共同参画センター「りぃぶる」 

青少年・男女共同参画課（現・多様な生き方支援課）では、関係機関等による被

害者支援のためのネットワークの形成やＤＶ防止にかかる広報・啓発を行っていま

す。 

男女共同参画センター（現・ジェンダー平等推進センター）では、男女共同参画

相談員による総合相談及び専門家による専門相談（法律相談・カウンセリング・男

性相談・LGBTQ相談）を実施しています。 

 

 [４] その他県関係部局 

企画部人権局（現・共生社会推進部人権局）を中心として、県民一人ひとりが互

いの人権を尊重することの重要性等についての啓発活動を行うなかで、ＤＶの防止

についての啓発も行っています。 

また、福祉、保健・医療、公営住宅、教育等の分野で被害者支援のための取り組

みを行っています。 



 

10 

 

第３章 計画の方向 

第３章 計画の方向 

１ 基本的な考え方  
 

ＤＶの防止と被害者の保護に取り組むに当たっての基本的な考え方は次の

とおりです。 

 

 

１  ＤＶは重大な人権侵害として、県民一人ひとりが気づき、 

自ら対応できるよう、取り組みを推進します。 

 

２ ＤＶを加害者と被害者の個人的な問題として矮小化せず、 

 社会全体で受け止めて対応します。 

 

３ 被害者自らの意思を尊重した適切な支援を行う体制を充実します。 

 

４ 被害者の支援に当たっては、単一機関のみで援助を完結することは困難 

 であることから、多様な関係機関等が効果的に連携し、切れ目のない支援 

 を実施できるように努めます。 

 

５ ＤＶは、被害者等の生命・身体の安全に直結する問題で 

 あることから、被害者等の安全確保に十分配慮した対応を行います。 

 

 

 

 

２ 計画の目標と施策体系 
 

本計画の目指すべき方向を 

  配偶者等からの暴力を容認しない社会の実現  

と定め、その実現に向けたより具体的な次の５つの基本目標を設定し、 

個々の課題に取り組むこととします。 

 

    基本目標１ ✧ 暴力を許さない意識の醸成 

    基本目標２ ✧ 安心して相談できる環境づくり 

    基本目標３ ✧ 安心で安全な保護の実施 

    基本目標４ ✧ 自立に向けた支援の実施 

    基本目標５ ✧ 関係機関等との連携 
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第３章 計画の方向 

【施策体系】 

 

（１）教育・啓発の充実

（２）市町村基本計画策定の促進

　基本目標２　安心して相談できる環境づくり

　基本目標３　安心で安全な保護の実施

[２]一時保護の実施

[１]緊急時の安全の確保

[１]県配偶者暴力相談支援センターにおける対応

[２]警察における対応

（３）職務関係者に対する研修

（５）民間の支援者の育成

（４）相談員に対するケアの充実

（６）苦情の適切な処理

（２）保護命令制度の利用

（１）一時保護体制の充実

[５]その他の関係機関等

[４]市町村

[３]県男女共同参画センター“りぃぶる”

[２]通報を受けた機関の対応

[１]県配偶者暴力相談支援センター

[２]通報を受けた機関の対応

[１]被害者の発見による通報と相談の勧奨

[２]啓発の充実

[１]教育の充実

（１）被害者の早期発見と相談の勧奨

（２）相談体制の充実　

　基本目標１　暴力を許さない意識の醸成
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第３章 計画の方向 

 

（１）新たなくらしのための支援

（２）被害者のこどもへの支援

（２）民間団体等との連携

（１）関係機関等相互の連携

（３）施設における自立支援

　基本目標５　関係機関等の連携

　基本目標４　自立に向けた支援の実施

[３]生活の支援

[２]就業の支援

[１]住宅の確保

[１]こどもの心のケア

[２]保育や就学の機会と安全の確保等
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第４章 計画の内容  

 県の調査によると、ＤＶ防止法について知っている人は７割を超え

ており、ＤＶそのものの認識は広まってきていますが、詳しい内容や、

近年増えてきているデートＤＶ、面前ＤＶなどについては、知ってい

る人の割合が少ない状況です。 

 ＤＶ根絶のためには、正しいＤＶへの認識をもち、社会全体で暴力

全般をなくすための意識を高めていくことが重要であり、家庭や地域

社会、学校教育、幼児教育など、継続した教育・啓発を行う必要があ

ります。 

第４章 計画の内容 

 

（１）教育・啓発の充実 -------------------- 

 現状・課題                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                            

 [1]教育の充実 

➤ 幼児教育施設においては、こどもの発達段階に応じた人権を大切にす

る心を育む教育・保育を推進します。 
 

➤ 学校においては、児童生徒の発達の段階に応じた人権教育や男女平等

の理念に基づく教育等により、児童生徒が性別にとらわれることなく互

いを尊重し、自らの意思で行動できる力を育む教育を推進します。 
 

➤ 若年層を対象に、デートＤＶ防止についての教育・啓発を推進します。 

  また、毎年４月にある「若年層の性暴力被害予防月間」を中心として、

性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、性暴力の根

底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などの正しい理

解を発達段階に応じて身に付けるための教育・啓発に努めます。 

 

 [2]啓発の充実 

➤ 広報紙や交番だより、ホームページ等を活用し、ＤＶについて気づき

を促すとともに、相談窓口の周知を図り、ＤＶのみではなく、困難な問

題を抱える女性への支援に関する窓口や性暴力被害者救援センターなど、

被害・状況に応じた様々な相談機関があることについても併せて啓発を

行います。 

  また、市町村に対しても同様に、啓発が行われるよう働きかけます。 
 

 

基本目標１ 暴力を許さない意識の醸成 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容 

 ＤＶの防止と被害者の保護のための施策の実施にあたっては、市町

村においても、住民に身近な行政主体として、国の基本方針や基本計

画に基づくきめ細やかな対応が求められています。 

➤ 「女性に対する暴力をなくす運動期間（11 月 12 日～25 日）」等におい

て、ＤＶ防止に関するキャンペーンや講演会等を市町村や民間団体等と

連携して実施します。 
 

➤ 研修会等に、女性相談支援員や被害者の支援に携わる者等を講師とし

て派遣するなどの支援を行います。 
 

➤ 日本語の理解が十分に出来ない外国人に対しては、外国語パンフレッ

トにより相談窓口等の情報を提供します。 
 

➤ 障害のある人にも適切に情報提供できるよう、関係機関等に協力を依

頼します。 
 

➤ 地域や職場において実施される研修会等において、ＤＶ防止に関する

研修が実施されるよう働きかけます。 

 

 [3]ＤＶ加害者への取組 

➤ どういう行為がＤＶに該当するのかなどの広報を通じて、加害者への

ＤＶの気づきの促進等、誰もが加害者、被害者、傍観者とならない予防

啓発を推進します。 

  また、国が提供するＤＶ加害者プログラム（ＤＶ加害者の再発防止の

ための加害者を対象とした心理・教育プログラム等）にかかる情報等に

ついて、市町村及び関係機関に情報提供するとともに、関係機関と連携

しながら、実施を検討します。 

 

（２）市町村基本計画策定の促進 -------------------- 

 現状・課題                                        

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

➤ 市町村の福祉施策等を十分活用し、地域の実情に合わせた市町村基本

計画が策定されるよう働きかけを行い、市町村事業の効果的な実施によ

る支援の充実につなげます。 

 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容  

 被害者を発見した時は、配偶者暴力相談支援センターや警察官に通

報することが求められています。中でも、被害者を発見しやすい立場

にある医療関係者には、より積極的な協力が期待されています。 

 また、早期に相談窓口を利用するよう勧めることは非常に有用であ

り、相談自体が問題解決への第一歩につながります。 

 併せて、被害者の家庭では、児童虐待が存在している場合も少なく

なく、両者の状況を一体的に確認することも重要です。 

 

（１）被害者の早期発見と相談の勧奨 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

 [1] 被害者の発見による通報と相談の勧奨 

➤ 被害者への相談の勧奨や生命または心身に重大な危害が生じる恐れが

ある場合や、危険が急迫する場合の通報（以下「相談の勧奨等」という。）

が円滑に行われるよう、相談の手引き等を作成して配布することにより、

関係者の理解を深めます。 
 

➤ 医療関係者に対して、医師会や病院協会等と連携のうえ、本県におけ

る通報先と相談窓口を県内医療関係者に周知し、加害者に知られないよ

う留意しながら、被害者への積極的な情報提供と相談の勧奨等について

協力を求めます。 
 

➤ 日頃から地域に根ざした活動を行っている民生委員・児童委員等に対

して、被害者の早期発見と相談の勧奨等について協力を求めます。 
 

➤ 学校や保育所、幼稚園に対して、こどもの様子等からＤＶを受けた保

護者を発見した場合には、相談の勧奨等について協力を求めます。 

 

 [2] 通報を受けた機関の対応 

  ① 県配偶者暴力相談支援センター  

➤ 危険が急迫している場合には警察官に通報し、被害者等に対しては、

一時保護を勧めます。 
 

➤ 通報者に対しては、被害者の安全確保に配慮した上で、相談の勧奨に

ついて協力を求めます。通報者の氏名等の個人情報が加害者に漏れるこ

とがないように、十分注意して取り扱うものとします。 
 

基本目標２ 安心して相談できる環境づくり 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容 

 ＤＶの相談には、経済的困窮や性的暴力、児童虐待等の様々な問題

が複雑に絡み合っている場合が多く、また、男性や外国人、障害者、

高齢者、性的少数者など多様な被害者がいる中で、被害者自らの意思

で問題解決をはかるためには、これらの相談に的確に応じ、必要な支

援につなぐことができる体制の整備が必要です。住民にとって身近な

市町村においても、同様に被害者の相談に応じることができる体制づ

くりが求められています。 

 また、被害者自身が必要なときにいつでも、情報の入手や相談がで

き、専門的知識と技能に裏付けられた支援を受けられるようにする必

要があります。 

➤ 被害者等の安全確保を図るため、被害者の状況に応じて市町村等関係

機関等と連携して対応します。 
 

➤ 同伴児がいる場合など、児童虐待にあたると思われる場合には、児童

相談所をはじめとする関係機関と十分な連携を図りながら、今後の支援

について協力して対応します。 
 

➤ 高齢者虐待又は障害者虐待にあたると思われる場合は、被害者に対し

て説明を行ったうえで市町村に通報し、今後の支援について十分な連携

を図りながら対応します。 
 

  ② 和歌山県警察   

➤ 暴力が行われていると認めた場合には、暴力の制止と被害者等の保護

を行います。 
 

➤ 加害者に対しては指導警告や事件化の検討を行い、被害者に対しては

被害防止策等の教示、県配偶者暴力相談支援センターや関係機関等への

引き継ぎ等を行います。 

 

（２）相談体制の充実 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

 [1] 県配偶者暴力相談支援センター 

➤ 相談機関の中核として、紀南ＤＶセンターや各振興局の女性相談支援

員、性暴力救援センター等と連携し、相談支援を実施します。 

  また、これまで蓄積したノウハウを活用し、関係機関等の相談対応機

能の向上を支援します。 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容  

➤ 心理療法担当職員の配置等により、被害者や同伴児の心のケアを実施

します。 
 

➤ 外国人や障害のある被害者に対しては、必要に応じて通訳等を確保し

て、対応するなど、相談者の状況等に応じて、あらゆる人権に配慮した

対応をします。 

 

 [2] 和歌山県警察 

➤ 被害者に対して被害防止策等を教示し、必要に応じて配偶者暴力相談

支援センターや関係機関等に引き継ぎを行います。 
 

➤ 性的暴力を受けた被害者等に対しては、相談者の意向を確認したうえ

で、できるだけ希望する性別の職員により対応します。 

 

 [3] 県ジェンダー平等推進センター「りぃぶる」 

➤ 男女共同参画相談員による総合相談、女性弁護士による法律相談、女

性カウンセラーによるカウンセリング、男性相談員による男性相談、専

門の相談員によるＬＧＢＴＱ相談を実施するとともに、必要に応じて県

配偶者暴力相談支援センターや関係機関等に引き継ぎのうえ、連携して

対応します。 

 

 [4] その他の関係機関等 

➤ 和歌山県国際交流センターにおいて、英語・中国語・フィリピノ語の

言語で外国人の生活相談を実施しており、ＤＶの被害者を発見した場合

には県配偶者暴力相談支援センター等に引き継ぎのうえ、連携して対応

します。 
 

➤ 人権局、各振興局及び公益財団法人和歌山県人権啓発センターにおい

て、ＤＶを含む人権相談に対応し、相談員が必要に応じて法律相談の案

内や県配偶者暴力相談支援センター等への引き継ぎを行います。 
 

➤ 被害者等支援に精通している弁護士による法律相談を無料で受けられ

る機会を提供し、犯罪被害者等に対する相談体制の充実を図ります。 
 

➤ 民間団体等が実施する被害者等からの相談について、必要に応じて県

配偶者暴力相談支援センター等と連携するよう協力を求めます。 
 

➤ 市町村における相談窓口や情報提供窓口の設置を促進し、地域の実情

に応じて、配偶者暴力相談支援センターとしての機能の確保が図られる

よう働きかけるとともに、必要な支援を行います。 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容 

 被害者の相談、保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、被害

者の置かれている状況や心身の状況に配慮して適切に対応すること

が重要であり、被害者の人権やＤＶの特性について理解を深めるため

の研修が必要となります。 

 相談支援員は、被害者の深刻な状況について数多くの相談を受ける

うち、自らも同様の心理状態に陥ったり、被害者の状況を納得いくよ

うに変えられなかったことにより突発的に無気力状態に陥ったりす

ることがあります。 

（３）職務関係者に対する研修 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

➤ 女性相談支援員に対しては、支援技術向上のための研修を実施します。 

  さらに、地域の相談員・支援員等に対するスーパーバイズ＊能力を身に

付けるための専門研修を実施します。  

     ＊高度な知識や経験に基づき、より専門的で適切な指導、支援を行うこと 

➤ 主に交番、駐在所等に配置されることとなる警察官等に対しては、相

談業務や被害者の安全確保についての実務研修を実施します。 
 

➤ 市町村の相談窓口担当職員等に対しては、県配偶者暴力相談支援セン

ター等が実践的な研修を実施し、相談対応能力の向上を支援します。 

 

（４）相談支援員に対するケアの充実 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

➤ 相談支援員の様子の変化に十分配慮し、心理療法担当職員によるカウ

ンセリングを実施したり、必要に応じて専門医の受診につなげる等早期

発見、早期対応に努めます。 

 

 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容  

 加害者からの追跡を逃れるため、親類や友人等と離れて生活を行う

被害者は、様々な不安を抱えています。 

 行政による支援に加えて、地域において、被害者に寄り添った見守

りや支援が行われることが望まれます。 

 被害者等からの苦情については、誠実に受け止め、適切・迅速に対

応し、職務執行の改善に反映していくことが重要です。 

 また、個人ではなく組織として対応し、第三者機関も含めた苦情処

理体制を検討することも必要となります。 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 

（５）民間の支援者の育成 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

   

 

 

 具体的な取組                                           

➤ ＤＶ被害者支援ボランティア育成講座等を開催し、地域における支援

者の育成に努めます。 
 

➤ 研修会等に、女性相談支援員や被害者の支援に携わる者等を講師とし

て派遣するなどの支援を行います。（再掲） 

 

（６）苦情の適切な処理 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

➤ 苦情処理体制を整備し、苦情受付担当者を設置します。 

  また、処理結果については、申立人に十分説明します。関係機関等に

対しても、同様の対応を求めます。 
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第４章 計画の内容 

 ＤＶから逃れてくる被害者にとって最も必要なことは安全の確保

です。被害者の保護の実施に当たっては、緊急の場合には避難場所の

確保や一時保護所までの同行支援等による安全の確保が必要です。 

 被害者の様々な状況を踏まえて、より円滑な安全の確保を行うため

には、市町村や警察等との緊密な連携が必要です。 

 また、一時保護については被害者本人の意思に基づき行われること

とし、民間支援団体とも連携して、被害者の状況にあわせた適切な保

護を実施する必要があります。一時保護施設は、心身を休め、自立に

向けた準備をするための場所として、被害者や同伴児に対する医学

的・心理学的なケアの充実が必要です。 

  

（１）一時保護体制の充実 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

 [1] 緊急時の安全の確保 

➤ 県配偶者暴力相談支援センター及び各振興局では、被害者等の安全の

確保が必要な場合には一時保護を勧奨します。危険が急迫している場合

は、警察と連携して対応します。 

  なお、被害者の状況によっては、避難場所の提供や一時保護所等への

同行支援について、市町村にも協力を求めます。 

 

 [2] 一時保護の実施 

➤ 女性相談支援センターが一時保護を実施しますが、被害者の状況を考

慮して、民間施設への委託や県域を越えた一時保護にも対応します。 

  また、様々な配慮を必要とする被害者にも対応できるよう、多様な一

時保護委託先についても検討します。 
 

➤ 心理療法担当職員の配置等により、被害者や同伴児に対する心のケア

の充実等、一時保護所機能の強化を図ります。 
 

➤ 離婚等の問題に対応するため、必要に応じて弁護士による法律相談を

実施します。 
 

➤ 被害者が関係機関等への相談や手続きが必要となった場合には、職員

が同行して、安全の確保を図ります。 
 

 

基本目標３ 安心で安全な保護の実施 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容  

 被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、保

護命令制度の周知と利用のための支援が必要です。 

 また、保護命令の発令直後等は、加害者からの報復等のおそれが高

いため、被害者等の身の安全の確保に留意することが必要です。 

 なお、こどもへの保護命令発令時は、教育委員会や学校、保育所等

においても、加害者からの問い合わせ等への適切な対応が求められま

す。 

➤ 外国人の被害者の在留資格等の手続きが必要な場合には、入国管理局

に対して、被害者の状況を考慮した対応について協力を求めます。 
 

➤ 被害者の保護を図るため、施設の所在地や同伴家族を含めた利用者に

係る情報等は厳重に秘匿します。 

 

（２）保護命令制度の利用 --------------------  

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

 [1] 県配偶者暴力相談支援センターにおける対応 

➤ 保護命令制度の説明や申立ての手続きの助言を行います。制度の利用

に当たっては、裁判所との連絡調整や同行等の支援を行います。 
 

➤ 保護命令発令までの間、被害者に危害が急迫していると認められると

きは、警察にその旨を通報するとともに、被害者に対して一時保護の勧

奨を行います。 
 

➤ 裁判所から保護命令発令の通知を受けた場合は、速やかに警察と連携

して被害者等の安全の確保を図ります。 
 

➤ 未成年のこどもへの接近禁止命令や電話等禁止命令が発令された場合

には、発令内容を教育委員会等に共有し、必要な支援を行います。 

 

 [2] 警察における対応 

➤ 県警察本部及び各警察署において、被害者に対し保護命令制度の説明

を行います。 
 

➤ 保護命令発令後は、速やかに被害者等と連絡をとり、被害防止策等を

教示し、加害者に対しては命令内容と違反が罪にあたることを認識させ、

確実に遵守されるよう指導警告等を行います。

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容 

 一時保護施設への入所はあくまでも一時的な滞在であり、長期にわ

たり居住することはできません。 

 新たな生活をはじめる場合、住宅や生活費の確保等の課題に対応す

るため、配偶者暴力相談支援センターと関係機関等は相互に連携する

必要があります。とりわけ、福祉制度の利用や被害者等の個人情報の

保護等の生活にかかわる支援の窓口となる市町村の役割は重要とな

ります。 

 また、支援は、被害者自身の意思に基づくことはもちろんのこと、

被害者のこどもに対しても、その人格と権利を十分尊重したものでな

ければなりません。 

 

（１）新たなくらしのための支援 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

 [1] 住宅の確保 

  ① 公営住宅への入居  

➤ 県営住宅については被害者の優先的な入居に配慮し、入居手続きに当

たっては、被害者の状況をふまえ、必要に応じて保証人の連署を不要と

する等の対応を行います。 

  また、市町村営住宅についても同様の配慮を求めます。 
 

  ② 民間賃貸住宅への入居  

➤ 住居が確保できるまで、相談者の希望に応じて、住居探しから入居ま

で同行等の支援をします。保証人が確保できない場合は、民間の家賃債

務保証会社等の利用について助言します。 

 

 [2] 就業の支援 

  ① 職業紹介・職業訓練  

➤ 職業訓練や職場適応訓練等について、ハローワーク等と連携して対応

します。 
 

  ② 子育て支援  

➤ こどもを預ける必要がある被害者に対しては、保育所やショートステ

イ等の子育て支援事業の活用について助言し、必要に応じて市町村等に

引き継ぎを行います。 

基本目標４ ■ 自立に向けた支援の実施 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容  

 ＤＶから逃れた後でも、こどもに感情や感覚の調整ができない等の

症状が残ることがあり、場合によっては被害者とこどもを分離してこ

どもの心のケアを行うことがあります。 

 児童相談所をはじめ、こどもに関わる機関は、連携してこどもの心

のケアや親子関係の再構築を支援することが求められるとともに、こ

どもに対し、保育の機会や教育の場が確保されるよう対策を講じるこ

とが必要です。 

 [3] 生活の支援 

  ① 被害者等の情報の保護のための支援  

➤ 追跡等による被害のおそれがある場合には、被害者やその同居者の住

所等が加害者等に知られないようにするため、住民票の写しの交付や閲

覧が制限されるＤＶ等支援措置の申し出について被害者に助言し、必要

に応じて市町村に対して情報管理の徹底を求めます。 

  なお、ＤＶ等支援措置の対象期間中に転居を行う場合、新たな市町村

において、再度、ＤＶ等支援措置の申し出を行うよう助言します。 

  また、外国人に対しては、同居の親族等により外国人登録原票の写し

等の請求可能であることから、市町村に対して情報管理の徹底について

協力を求めます。 
 

➤ ＤＶ等被害者からの申し出があった場合、県税に関する各種証明書等

を通じて加害者を含めた第三者へ個人情報が漏洩することがないように、

被害者の住所を秘匿する措置を講じます。 
 

  ② 医療保険等の手続き支援  

➤ 医療保険や年金等の手続きについて助言し、必要に応じて関係機関等

への同行支援を行います。 
 

  ③ 経済的な支援  

➤ 生活保護制度や児童手当、児童扶養手当等の福祉制度の利用について

助言し、必要に応じて福祉事務所等関係機関等に引き継ぎを行います。 
 

  ④ その他の支援  

➤ 事案に応じ、離婚手続に関する助言や弁護士による法律相談窓口の紹

介等を行います。 

 

（２）被害者のこどもへの支援 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 



 

24 

 

第４章 計画の内容 

 一時保護の後も引き続き生活基盤の安定化のための援助が必要な

場合、県女性自立支援施設なぐさホームや母子生活支援施設等で自立

に向けた支援を行います。 

 また、被害者やこどもに対して心のケアを実施できる体制を整備す

るとともに単身の被害者が入所できる施設についても検討する必要

があります。 

 具体的な取組                                           

 [1] こどもの心のケア 

➤ 児童相談所をはじめ学校、保育所、幼稚園等こどもに関わる機関は、

こどもの心のケアについて連携して支援します。 

 

 [2] 保育や就学の機会と安全の確保等 

➤ 住民票の登録がなされていない場合でも、保育所や母子保健サービス

等の子育て支援事業が受けられることについて助言し、必要に応じて市

町村等に引き継ぎを行います。 
 

➤ 転校等が必要な場合には、教育委員会等に協力を求めます。この際、

被害者自身の置かれている状況を学校等に申し出るよう助言し、教育委

員会等に対しては、被害者等の情報管理の徹底を求めます。 

 

（３）施設における自立支援 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

➤ 心理療法担当職員の配置等により、被害者や同伴児の心のケアを実施

できる体制を整備します。 
 

➤ 単身または妊産婦等、母子以外の被害者も入所できる施設の確保につ

いて検討します。 
 

➤ 被害者及びその関係者の安全確保を図るため、被害者の相談情報、住

所や居所はもとより、被害者の支援を行う施設や団体の所在地等、被害

者等に係る情報の管理については細心の注意をはらうとともに、関係機

関等への情報管理の徹底を求めます。 

 

 

 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 
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第４章 計画の内容  

 被害者が直面する問題は多岐にわたる場合も多いため、相談・保

護・自立支援の各段階において、関係機関等が各々の役割を認識して、

必要な支援を的確に行うことが必要です。 

 このためには、日頃から被害者の保護を図るために必要な情報交換

や、被害者に対する支援に関する協議を行う関係機関等の法定協議会

の設置等、ネットワーク機能を強化することが重要です。 

 民間団体や被害者支援団体の中には、相談や保護等の支援について

ノウハウや経験が豊富にある場合があります。行政だけで被害者の支

援を行うには限界があり、このような民間団体等と連携することで、

よりきめ細かな支援の実施が期待されます。 

 

（１）関係機関等相互の連携 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                           

 [1] ＤＶ被害者支援ネットワーク会議 

➤ ＤＶ被害者支援ネットワーク会議（全体会・振興局単位の会議）を通

じて関係機関等の相互の連携強化を図ります。 

  なお、同ネットワークには、市町村、県配偶者暴力相談支援センター、

警察、県ジェンダー平等推進センター、福祉事務所、教育委員会、地方

法務局、法テラス等の行政機関等や人権擁護委員連合会、弁護士会、医

師会、民生委員・児童委員協議会、母子生活支援施設協議会等の民間団

体、被害者支援団体、地方裁判所等が地域の実情に応じて参加します。 

 

 [2] 和歌山県人権相談ネットワーク協議会 

➤ ＤＶを含む人権相談に対して、適切に対応できるよう関係機関等の連

携を図ります。 

 

（２）民間団体等との連携 -------------------- 

 現状・課題                                            

 

 

 

 

 

 具体的な取組                                                                                   

➤ 民間団体等との連携を図りながら、より効果的に啓発活動や自立支援

等を実施します。 

基本目標５ 関係機関等の連携 

基本目標５ 基本目標４ 基本目標３ 基本目標２ 基本目標１ 


